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　皆さんこんにちは。国土交通省東北地方整備局建政部
住宅調整官の小冨士です。私からは住宅セーフティネット
制度の大枠について、概要を紹介します。
 
　「新たな住宅セーフティネット制度」についての取組を資
料に即して説明していきます。「新たな住宅セーフティネッ
ト制度」は平成 29 年 10 月からスタートし、３年程度が経
過したところです。住宅確保要配慮者、つまり、住宅の確
保が必要な方が今後増加していくと見込まれますが、公営
住宅だけでは必要な住宅の確保は難しいのが現実です。
一方で、民間の空き家は多くなっており、住宅の確保が必
要な方と空き家を繋ぐ法制度を創設し、住宅セーフティネッ
トを構築するというところからスタートしたものです。制度
創設当初は登録住宅も少なく、また、居住支援協議会の
設立も一部に留まっていましたが、最近は、登録住宅や
協議会の増加など加速度的に取組が進んで来ています。
 
　では４頁から始めます。ご承知のように、賃貸物件のオー
ナーさんの多くは、「住宅確保要配慮者」である高齢者や
障がい者の方などの入居には拒否感がありますので、なか
なか入居が難しいという側面があります。
 
　先ほども申しましたが、住宅確保要配慮者は今後増えて
いくことが見込まれる中で、公営住宅が大幅に増えること
は見込めません。一方で、民間の空き家は増加傾向にあ
ることから、空き家・空き室を活用した住宅セーフティネッ
トの構築が求められています。自治体によっては、この施
策を「居住支援」と同時に「空き家・空き室対策」として
見ておられるところもあるかと思います。やり方によっては
空き家・空き室の大家さんにとって空き解消というメリット
にもなりますので、大家さんの不安感を払拭し住宅確保要
配慮者の入居を円滑に進めていく。それもこの施策の一つ
のテーマだと思います。 

　６頁をご覧ください。住宅セーフティネット制度の枠組み

として大きく３つのエリアがあります。①は住宅確保要配
慮者の方の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度。②は登
録住宅の改修や入居への経済支援。③は住宅確保要配
慮者の方のマッチング・入居支援。これらを組み合わせて
進めることになっております。
  
　７頁に移ります。住宅確保要配慮者は、法律で決めら
れている低額所得者の方、被災者の方、高齢者の方、障
がい者の方などです。右の欄の一番下の「都道府県や市
区町村が供給促進計画において定めている者」とは、法
律に規定の無い方を都道府県・市町村が住宅確保要配慮
者として位置付けて支援することも出来る仕組みとなって
おります。 
 
　８頁に移ります。左側の「住宅確保要配慮者について」
は住宅確保要配慮者の範囲の限定について書いています。
法律に書いてある全ての住宅確保要配慮者を拒まない必
要はなく、例えば、障がい者の方は入居を拒まない、そう
いった限定もできます。なんらかの属性について条件を付
すことも出来ます。例えば「低額所得者の方は入居を拒ま
ないけれども、生活保護受給者の方は代理納付される場
合に限る」ということもできます。
 
　９頁に移ります。セーフティネット住宅の登録につきまし
ては 10 頁から先に話します。登録基準では、住戸面積
25㎡以上で設備などに一定の条件を付しています。地方公
共団体の供給促進計画では、住戸面積の基準を緩めたり、
強化したりも出来ます。事例では住戸面積を小さめの基準
に変える所が多いのが現状です。

　11 頁に移ります。各地の実例では、住戸面積 25㎡を緩
和しているところが多いです。下半分の表は、地方公共団
体が供給促進計画に住宅確保要配慮者を追加で位置付け
ている状況です。中段には福島県、一番下にいわき市の
取組を記載しています。
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  12 頁へ移ります。住宅セーフティネット制度の施行状況
です。現在、登録住宅は全国で約 80,000 戸です。先ほど

「福島県は 7,000 戸強」と紹介がありましたが、この資料
は時点が古いので戸数は「約 900 戸」となっています。
　次に、居住支援法人は 350 者、居住支援協議会は 100
協議会です。協議会は全ての都道府県で設立されていま
すが、最近は、政令市や中核市など市町村における設立
が増えつつあります。
  
　13 頁に移ります。都道府県別のセーフティネット住宅の
登録状況です。ご覧のとおりになっています。最近、かな
り登録住宅が増えています。
 
　14 頁に移ります。最近、大手賃貸住宅事業者にまとめ
て登録していただいていることもあり、登録戸数が増えて
います。例えば、岩手県では、７月までは 400 戸でしたが、
今は 5,500 戸となっています。福島県でも登録戸数が増え
ました。全国の登録住宅戸数が増えている状況です。
 
　15 頁に移ります。当初は登録申請が煩雑で制度の普及
にブレーキが掛かっていました。現在は以前に比べると簡
易に登録申請が出来るようになりました。今はネット申請も
できます。そのような登録戸数を増やすための取組を行っ
ています。
  
　16 頁に移ります。この図は「セーフティネット住宅の情
報提供システム」です。Web 上で登録住宅を検索してい
ただくと、一覧的に物件を探しだすことが出来るようになっ
ています。 
 
　頁を飛ばして 18 頁に移ります。登録手数料は多くの自
治体で廃止しています。こういった各自治体による尽力等
もあり登録住宅の戸数は増えています。
  
　19 頁は地方公共団体における登録促進に係る取組で
す。ご覧いただくと、多くの事例で行政が申請の代行入力
を実施しています。自治体などが雇った者が大家さんに代
わり登録の手続きを行っており、代行入力することで登録
住宅の戸数を伸ばしている自治体も多くあります。こういっ
た取組で「箱」は増えつつありますが、「箱」をうまく使っ
て居住支援協議会や居住支援法人の仕組みを活用しなが
ら居住支援を円滑に進めることが重要です。この点は引き
続き課題かと思います。 
 
　22 頁に移ります。居住支援法人の概要を紹介します。
念のためですが、居住支援法人とは、住宅セーフティネッ
ト法に基づいて居住支援を行う法人で、都道府県が指定
するものです。左側の真ん中、居住支援法人が行う業務は、
登録住宅の入居者への家賃債務保証、入居に係る情報提

供や相談、見守りなどの生活支援などです。それらのサー
ビスの提供を行うものとして法律上位置づけられています。
ただし、これらの業務すべてを必ずしも行わなければなら
ない訳ではなく、一部を行うだけでも居住支援法人の指
定を受けることはできます。 
 
　23 頁に移ります。居住支援法人の業務内容です。先ほ
ども申し上げたとおり、上の実線の枠内が業務内容になっ
ていますが、これらの業務は必ずしも全てを行う必要はあ
りません。ただ、各支援業務を行う「備えがある」ことが
必要です。「備え」とは、例えば、定款に各支援業務の
実施が記載されている、あるいは他の団体にお願いする
準備ができている、といった状態です。そのような備えを
お願いしますという運用になっています。
 
　24 頁に移ります。現時点では、全国で居住支援法人が
350 者指定され、株式会社や NPO 法人が居住支援法人
になるケースが非常に多くなっています。福島県も５法人
が指定されています。指定数は地域差があり、多いところ
は多いです。
　25 頁です。居住支援法人の活動に対しては、国で支援
制度を設けております。「居住支援協議会等活動支援事業」
ですが、上限が 1,000 万円で、例えば、入居前の支援や
入居時の支援などの居住支援法人の取組に対して支援し
ています。年度当初に一定期間公募し、採択する形になっ
ています。
 
　26 頁に移ります。居住支援法人の半分以上が国の支援
制度を活用しています。令和２年度は 187 法人が制度を活
用して、入居前支援、入居中支援等を行っています。現
状は、支援制度があることで円滑に取り組めている団体も
あると思いますが、支援制度に頼らない自立した仕組みで
回して行けるかが、今後の課題になって来ると思います。
 
　頁を飛ばし 29 頁に移ります。居住支援法人の指定が進
んでいない理由についてです。地域にもよりますが、まだ
まだ制度の周知不足の部分はあるかと思います。また、地
方都市では「そういう支援を行っているような団体が無い」
ですとか「指定を受けるメリットが無い」といった話も聞き
ます。
　地域で福祉的な活動をしている団体等があれば、住宅
セーフティネット法の枠組みのなかで活動していけるよう、
積極的に掘り起こしなど進めながら、多くの方を取り込ん
でいくことで、より円滑に居住支援を進められるのではと
思っております。
  
　30 頁です。居住支援法人の取組事例をいくつか載せて
います。
 

＊ P24-12

＊ P25-13

＊ P25-14

＊ P27-23

＊ P27-24

＊ P28-25
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＊ P29-29
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＊ P25-16

＊ P26-18
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＊ P27-22
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　事例の31頁です。北九州のNPO 法人「抱僕」は、空き家・
空き室のサブリースをしていて、オーナーから賃貸借契約
で空き物件を借りて住宅確保要配慮者へ提供したり、入
居前支援として相談窓口で様 な々相談を受けているなどし
ています。また、不動産屋へ同行して入居の交渉などもさ
れていますし、就労支援、医療面の支援などにも取り組
んでおられます。ただ、このような法人が全ての地域にあ
るというわけでもなかろうかと思います。
　  
　36 頁に移ります。居住支援協議会の話をさせていただ
きます。先ほど申し上げたように 100 協議会が設立され、
全都道府県で設立済みです。政令市・中核市をはじめ、
市町村でも設立が増えてきています。
 
　37 頁では、居住支援協議会について「設立ペースは加
速」と書いています。最近は比較的小規模の市町村でも
居住支援協議会を設立しているかと思います。　　 
 
　39 頁に移ります。都道府県居住支援協議会への市町村
の加入状況です。福島県さんは 59 市町村全て参加されて
いて、非常に連携されていますが、地域によっては連携で
きていない所もある状況です。ただ、本来は、住民に身
近な市町村が居住支援の主体となることが望ましく、ある
程度大規模の自治体では、自ら居住支援協議会を設立し
ていくことが望ましいと考えています。

　40、41頁に移ります。居住支援協議会の設置方法は様々
なやりかたがあります。必ずしも各市町村が単独で設立す
るということに限らず、例えば、広域連携の形で協議会を
作っていくとか、都道府県協議会の地域ワーキンググルー
プという形で活動していくなど、いろいろなやり方があり
ます。このような方法は、単独で設立することが難しいと
きの選択肢になると考えています。 
 
　42 頁に移ります。居住支援協議会の事務局として、居
住支援協議会を主導する役割を誰が担っているのか、と
いうことです。地域によって様々で、自治体内で住宅部局
が担ったり、福祉部局が担ったりしています。現時点では
住宅部局が主導するケースが圧倒的に多い一方で、社会
福祉協議会とか、適切な団体があれば NPO 法人や宅建
協会ですとか、各地の事情で様々な担い手が携わってお
られます。必ずしも自治体が直営しているわけではありま
せん。
  
　43 頁に移ります。居住支援協議会の活動支援について
も国で支援制度を設けています。協議会設立の準備のほ
か、協議会設立後の様々な居住支援の取組を支援してい
ます。年度当初の公募になりますが、単年度あたり定額
で 1,000 万円まで補助します。 

　44 頁に移ります。国では、市町村に対して、居住支援
協議会の設立などに向けた伴走支援プロジェクトを行って
います。福島県では、居住支援に関する活動は活発に行
われていると思いますが、地域によっては、居住支援協
議会が設立できたけれども、その後の具体的な動きが無
く活動が低調な所もあります。そのような自治体に対して、
より密着しながら支援を行っています。
　下の表は令和２年度の対象自治体です。昨年度は後に紹
介していただきます瀬戸市さんにもご活用いただきました。 
 
　45 頁以降は居住支援協議会の事例が続きますが、細か
い説明は割愛させていただきます。現状は、ハコである住
宅をある程度用意できるようになっており、居住支援法人
が多様な支援活動を担っていただくことで、円滑に住宅確
保要配慮者の方を住宅に送り届ける体制ができつつありま
すが、居住支援法人などが行う居住支援の取組をどのよ
うにバックアップしていくのか。ソフトの部分をどのように
充実させるかが今後も課題になっている状況です。

　49 頁に移ります。最後に登録住宅に係る支援策につい
てご紹介します。先ほどご紹介した以外の支援策をざっと
ご紹介していきます。
　支援策はいろいろ有ります。「登録住宅」は、住宅確保
要配慮者の入居を拒まない住宅として登録された住宅、「専
用住宅」は、住宅確保要配慮者専用の住宅として登録さ
れた住宅です。
　「登録住宅」と「専用住宅」で活用できる支援策は分か
れています。例えば、住宅確保要配慮者向けの住宅に改
修するための改修費の補助や家賃や家賃債務保証料の低
廉化に対する補助は専用住宅を対象にしています。専用住
宅以外の登録住宅については、改修費に対する融資など
の支援が活用できることになっています。 
 
　50 頁に移ります。このあたりは細かいので、時間の有る
ときにご覧いただければと思います。
 
　51 頁のセーフティネット住宅の改修費への支援について
です。左側は、より条件が厳しいですが、自治体負担が
無く国が事業者に直接改修費に対する支援を行うことが
できます。右側は国と自治体と１/3 ずつ改修費に対する支
援を行う仕組みで、国の直接補助に比べてやや条件は緩
くなっています。詳細は省略しますが、家賃や家賃債務保
証料の低廉化に対する補助も行っています。
　現在、改修費に対する補助制度を持っているのは 35
自治体、家賃低廉化に対する補助制度を持っているのは　
４１自治体です。今日は、石川町さんに改修費に対する支
援制度について紹介いただきますが、改修もしくは家賃、
家賃債務保証料の低廉化事業については、他の自治体に
おいても取り組んでいただきたいと思っています。

＊ P32-42

＊ P32-43

＊ P30-36

＊ P29-31

＊ P31-37

＊ P31-39

＊ P31-40
＊ P32-41

＊ P32-44

＊ P33-45

＊ P33-48
＊ P34-49

＊ P34-50

＊ P34-51
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その後の頁は各自治体における改修費に対する補助の取
組事例です。時間があるときにご覧ください。
  
　58 頁に移ります。最近の国の動きとして、今年８月に「住
まい支援の連携強化のための連絡協議会」を開催してお
ります。これまでも、厚生労働省と国土交通省が国レベル
でも地方ブロックレベルでも連携しながら居住支援に取り
組んできました。各自治体さんにおいても、住宅部局と福
祉部局が連携した取組を進められていると思います。
　これに加えて、最近は、法務省との連携も進めています。
具体的には、刑務所出所者の居住支援について、取組を
強化しようと進めています。今年８月の連絡協議会も、３
省が連携して情報共有や協議を行う場となっています。59
頁も同じような話です。福祉・住宅と更生保護で連携して
取組んでいこうというのが大きな流れになっております。
　60 頁は、国レベル・地方ブロックレベルで連携し、自
治体さんレベルでも同じような連携を図りながら具体的な
取組につなげていこうというのが現在の大きなテーマに
なっています。
　
　駆け足の説明になり申し訳ありません。先ほども話しま
したが、箱はだいぶ揃ってきているので、今後はいかに中
身をうまく働かせるかが課題です。国も、様々な支援ツー
ルを用意しながら、より円滑に居住支援を進めていけるよ
うを取り組んでいきたいと思っています。また、まだ福祉
部局と住宅部局の連携が充分とれてないとか、居住支援
法人との連携が不十分であるとか、それらをどのようにバッ
クアップしながら、居住支援の仕組みを動かしていくのか
が課題であり、それに取り組んでいるところです。
　引き続き、各自治体と上手く連携して居住支援の取組を
進めていきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお
願いいたします。私からは以上とさせていただきます。質
問がございましたら箱に入れていただいても、個別にお聞
きいただいても結構ですので、お問い合わせいただけれ
ばと思います。ご清聴ありがとうございました。

＊ P36-58

＊ P36-59

＊ P36-60

＊ P34-52

～ 　

＊ P36-57
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　みなさんこんにちは。愛知県瀬戸市の大矢と申します。
瀬戸市では、国の伴走支援プロジェクトを活用させて
いただき、居住支援の協議会の設立に向けた取組をし
てきました。そのことを中心に話しますのでよろしく
お願いいたします。   
 
　瀬戸市の概要の説明から始めます。名古屋市に接し
てもいる市です。将棋の藤井聡太２冠が暮らしている
まちです。東海地方のニュースですと「愛知県瀬戸市
出身の藤井聡太さん」と紹介していただくことが多く、
瀬戸市が有名になってきました。また、2005 年には「愛・
地球博」が開催され、たくさんの方に来ていただきま
した。
　福島では茶碗のことを「瀬戸物」と言いますか？言
いますか、応答ありがとうございます。
　瀬戸市は、今は藤井聡太さんの活躍で「瀬戸市は将
棋の町」とのイメージがあるかも知れませんが、瀬戸
物（せともの）の語源になった所で、古くから焼物の
産地です。今の焼き物はガラス質のツルンとした感じ
ですが、あれは釉薬を掛けて焼くとガラス質になるか
らです。瀬戸焼は初めて釉薬を掛けて陶磁器を生産し
た町です。古くは鎌倉幕府に献上して「高級品」とし
て扱われてもいました。焼物は陶器と磁器があり、陶
器と磁器を一緒につくっている所は日本では瀬戸市だ
けだと思います。昭和 40 年（1965）ぐらいまでは輸出
も非常に盛んでした。ですから焼き物に従事する方が
多く暮らし、仕事もたくさん有りました。瀬戸市に集
団就職で九州の若い方たちに来ていただきました。 
   
　今、町の成り立ちを話しましたが、おそらく居住支
援を取り組まれるときにいろんな先進事例があり、そ
のまま生かそうとしても瀬戸市の町の実情と合ってな
いですし、支援するターゲットが違いますし、協力い
ただける団体の数が違います。それぞれの地域の実情
に沿った組織づくりをしないと上手くいかないです。

瀬戸市の居住支援の特徴について話します。まず課題
に関してです。高齢者については、高齢化率が非常に
高いです。４月１日現在、29.6％で約３人に１人が高齢
者です。地区は 20 ぐらい在りまして、その内の５地区
は 40％を超えています。加えて独居高齢者も非常に増
えており高齢者は 38,295 人、総人口が 129,410 人です。
高齢者世帯は 26,172 世帯で、高齢者独居世帯は 9,545
世帯です。高齢独居が多い地域です。収入が少ない高
齢者も多く、一般的な不動産業者の紹介をいただくこ
とが難しいケースもあります。
　貸す側の事情もあります。建物が老朽化しアパート
経営の親御さんが亡くなると、息子さん、娘さんが引
き継ぎます。相続物件のアパートが老朽化しています
と「壊して土地を売りたい」とうケースがあります。
そこで、長く住んでいた方が立ち退きを迫られる事も
増えてきています。介護専門職への住宅に関する相談
もあります。
　瀬戸市の高齢者の強みは近所の方との関係性があり
ます。田舎特有の関係性ですが、高齢者は収入等が少
ない方でも近所の支援によって何とか生活が成り立っ
ています。
　愛・地球博は地域資源としての市民活動や、NPO さ
んと協力し合いながら開催するイベントでした。です
から市民活動団体や NPO との共同事例の多い町です。
それから介護専門職、地域包括支援センターなどの介
護職との連携が非常にとれている町です。

　今日お越しいただいている皆さんで福祉関係の部署
の方はいらっしゃいますか。挙手していただけますか。
ありがとうございます、けっこう来ていますね。福祉
部局の方は「そう、そう」と思いますが、住宅部局の
方は「介護保険とはそもそも何だ」「地域包括支援セン
ターって何だ」という話になるかも知れません。
  
　本日私がお話しする流れですが、先ず、瀬戸市にお

＊ P37-01

＊ P37-02

＊ P37-03

＊ P37-04

講演録

瀬戸市健康福祉部高齢者福祉課専門員兼地域支援係長　大矢 達也 氏

地域資源と連携した居住支援の取組
～地域包括ケアシステムの推進を目指して～

■  講　師　

■  演　題
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いて居住支援の取組のきっかけに関する話です。その
後、地域資源との連携のはじまり、伴走支援プロジェ
クトの成果、瀬戸市らしい居住支援協議会と、順に話
していきます。
　本年 11 月１日に居住支援協議会を立ち上げたばかり
です。居住支援協議会における「瀬戸らしい」とは、
いろんな団体や地域資源と連携していることが「瀬戸
らしさ」です。ガチガチの協議会ではなく、のんびり
した形で進めています。「居住支援協議会を立ち上げよ
う」と思っている自治体もあると思いますが「こんな
形の居住支援協議会もあるのだな」と思っていただけ
れば幸いです。
   
　さっそくですが、居住支援に取り組むきっかけにつ
いてです。福祉部局の方はご存知でしょうが、高齢者
の専門部局では地域包括ケアシステムを進めています。
地域包括ケアシステムは何かと言うと「高齢者になっ
ても住み慣れた地域で安心して暮らし続けていくこと
が出来るシステム」でして、そのシステムを全国的に
推進しています。
　「住み慣れた地域で安心して暮らしていくとは、どう
いう事なのか」それは身近な医療は引き続き利用出来る、
身近な介護のある暮らし、在宅サービスを利用し住み慣
れた地域で暮らしていく。それが大きな流れです。
　そのなかには「住まい」が三本柱に位置付けられて
います。ただ福祉部局は「住まい」に手をだしづらい。
介護専門職に住まいのことを相談されても分らない。

「住まい」は住宅だけでなく有料老人ホーム、在宅に位
置付けられている有料老人ホームが増えてきています
が、多くの方は「施設に入りたくない」と言います。「住
み慣れたアパートや住み慣れた自分の家で、長く住み
続けていきたい」との相談が多くなっています。
　私たち福祉部局が住まい相談を受けても応えづらく、
必要な支援が出来なかったのです。住まいを基準に考
える大事さは、病院や介護サービスだけじゃなく、よ
く行くスーパー、よく行く喫茶店などでもあり、暮ら
した場所で築き上げた人間関係を大事にしていくこと
が大事です。私は介護の仕事をしていて、いつもそう
思っています。スーパーが変わってしまうと、例えば「醤
油を買おう」するとします。違うスーパーだったら醤
油の置き場所が違っていて、探すのが大変で「もう行
かない」とか、お馴染みの喫茶店に行けば古くからの
友人が居ますが、その喫茶店から離れると「顔見知り
が居ないから出かけない」という方がいます。社会的
フレイル予防といいますか、外出機会の多い人は認知
症になる率が下がるなどのデータが出ております。
　介護部局の方は取り組んでいると思いますが、介護
関連部署は３年に１回、介護保険計画を見直すことに
なっています。今、第８期計画作成中でどこの自治体

でも作っています。第８期計画のスタートは来年の４
月からです。計画に向けて厚生労働省からの指針では

「高齢者の住まいに関しても記載すること」とあります。
住宅部局は「介護保険部局と連携してやっていこう」
といった視点も持っていただけると「部局の連携はし
やすい」と思います。
    
　続きまして福祉部局の課題です。「住まい」の専門知
識が無いなかで対応しなければいけない。特に不動産
関係との連携ネットワークが無いのが、福祉部局の一
番の悩みかと思います。また金銭面と支援者数が不足
していて孤独死不安の方への支援ですね、なかなか居
住先が決まらないです。自立した生活を送れるのに残
念ながらノウハウが無いため施設入所になってしまう
ケースもたくさんありました。施設入所だと大切な友
人関係、馴染みのお店、かかりつけ医師とも離れるこ
とになります。そうして地域包括ケアシステムの理念
である「住み慣れた地域で安心して暮らし続けていく」
ということが出来ていない現状でした。
 
　そんな中で、居住支援に関する相談が増えまして、
建物所有者が代替わりし退去を迫られる、国民年金受
給者が多く家賃の支払いが大変という方もいます。焼
き物産業が隆盛していた時も、産業を支えていたのは
零細・個人事業主が多く、年金も国民年金しかない、
または無年金者もいます。
　瀬戸市は家賃が６～７万円の賃貸物件が多いですか
ら「家賃払ったら食費が無い、光熱費が払えない」方
が多くなります。福祉部局に相談に来られる方に「家
賃はどれ位まで用意できますか」と聞きますと「２万
円ぐらいに抑えたい」と言う方もいらっしゃいます。
古くなっている家でも「昔からの繋がりがあり２万円
ぐらいで家を貸してもらっていた」が、その物件の所
有者が変わると「家賃 4 万円もらいます」と言われて
も「払えない」「では、出て行ってくれ」と言われ困っ
てしまう方の相談も非常にあります。
　「身近に頼れる人がいない」それも大きな問題です。
保証人は必須じゃないけれども、「何かあった時に連絡
が取れる人を市に用意してほしい」と大家さんから言
われます。九州から集団就職の方が多く、すでに縁が
切れて「兄弟とも全然会ってない」とか「身近に頼れ
る親族がいない」そういう方も瀬戸市には多くいます。
    
　私どもの地域には「NPO 法人瀬戸地域福祉を考える
会まごころ」があります。平成２年に出来た NPO です。
平成 30 年８月１日に居住支援法人の認証を受け、居住
支援を開始しました。まごころが以前から福祉関係の
取組を専門的にやっているなかで、「居住支援が必要だ」
ということで、自分たちで居住支援法人の認証を受け

＊ P38-05

＊ P38-06

＊ P38-07

＊ P38-08
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ました。そのような積極的な NPO です。このまごこ
ろが独自で相談を受け対応してくれておりました。独
自にオーナーを開拓し、支援対象者の定期的な見守り
もしながら、居住につなげていました。行政ではなく
NPO のフットワークの軽さ、NPO の力だと感謝してい
ます。
　まごころは個人の相談だけではなく市や地域包括支
援センターからの相談にも対応してくれていました。
居住支援協議会が立ち上がる前の相談は、包括支援セ
ンターから９件、市からも 10 件、市会議員からも 2 件、
病院のソーシャルワーカーから 1 件、本人から７件と
合計 29 件もの相談に対応しておりました。居住支援協
議会がないにも係わらず民間賃貸との契約が５件。オー
ナー個人との契約が８件、施設入所も３件、合計 16 件
のマッチングをしていました。その他に県営住宅の申
請の支援が２件、転居希望でその中で暮らしている方
の相談も 11 件。NPO の力だけでそのような成果をあ
げていました。
　また施設入所の３件に関しても、法人と市も入り地
域ケア会議があります。皆さん、専門職で集まって「ど
ういうふうに対応しようか」と会議する中で「家だけ
見つけて転居を繰り返してしまうよりも、早い段階で
施設に入って、安心した暮らしを提供した方が好まし
い」という人には施設入所を薦めることもあります。
これも大事であると考えております。
    
　次に NPO 法人まごころの事業と組織体制です。主に
福祉関係の事業をやっており、介護保険事業としてデー
サービスを運営しています。高齢者の方が身近な地域
で気軽に集まれる場を広げていくことに関しても、委
託事業として通いの場の運営をして頂いています。そ
れから認知症の方が気軽に集まれる認知症カフェも運
営しています。
　さらに平成 30 年８月１日から居住支援法人として活
動を開始しました。居住支援法人として単独で進めて
いる中でいろんな困難な事例に出会っています。主な
相談として日常生活が安定している方には条件に合わ
せマッチングを進めていくことが可能であって、転居
することで課題が解決するケースもございます。日常
生活に不安がある方は、居住支援法人だけの体制では
難しいケースが多々出てきました。例えば軽度の認知
症を患ってらっしゃるとか、孤独死の不安がある方、
近隣とのトラブルが絶えない方、精神疾患がある方、
刑務所出所された方などで、難しいケースも出てきま
した。
 
　居住支援法人と市が伴走支援プロジェクトに参加し、
居住支援協議会を設立するなかで、「いろんな団体から
の協力が欲しい」との要望を頂きました。住まいに関

することは手を出しにくかったのですが、NPO まごこ
ろさんが提案したので一緒に伴走支援に参加を決めま
した。

　伴走支援プロジェクトに参加した成果としては、
「ケースに応じた対応をしていきたい」と当初からあり
ましたので、会議を年に何回かおこない「報告するだ
けの会議ではなく、本当にケースに対応できるような
協議会にしていきたい」と、まごころと市には共通の
認識がありました。ですから行政、地域包括支援セン
ター、ケアマネージャー、病院スタッフなどと連携し
てケース会議を実施して「家を探し決めるだけでなく、
本人の意向を大切にしながら、将来的に安心して暮ら
せる方法を検討していく会議を作っていきたい」と思っ
ていました。その結果、専門職などが連携する多角的
な視点で対応できるようになりました。
 
　伴走プロジェクトの成果です。まず、市役所内組織
の連携から始めました。協議会の設立に向け庁内勉強
会を開き、その後意見交換会、最後に事例検討会の流
れを組ながら、庁内の連携体制を深めました。制度の
勉強会では、国、居住支援法人まごころ、高齢者福祉
部局、公営住宅担当部局、空き家担当の住宅部局も入り、
居住支援制度の勉強会を行いました。勉強会では居住
支援に関し率直な意見交換をおこない「それぞれの強
みを生かし連携し対応することによって、それぞれの
課題を解決するきっかけ作りになる」との結論になり
ました。
　どこの自治体さんも「一番迷うところだ」と思います、
それは「どの部局が中心になってやるのか」の議論です。
瀬戸市では率直な意見交換のなか勉強会の中では結論
が出ませんでしたが、交流を進め意見交換会の中で「福
祉部局が中心なる」そのことが決まりました。
 
　この時は、地域包括支援センターと障害部局を担当
している社会福祉課にも参加いただき、いろいろな話
をしました。「どこの部局で担当した方がいいか」につ
いては、私どもの判断ですが、これまでも連携してき
た NPO 法人まごころが居住支援法人をやっているとい
うこと、それが一番大事でしたね。
　併せて、家の相談に来られる方は、家だけで困って
いるケースはほとんどありません。仕事の事、お金の事、
体調の事、色んな悩みを複合的に抱えています。そうい
う方が多いのですから、そこからサービス体制を整えな
ければならないので「特に高齢者の相談が多いので、高
齢者福祉課を中心に進めていこう」と意見交換会で、結
論が出ました。また、各部局の強みがありますので「ケー
ス会議のときには必ず各部局の担当者が出て来て、一緒
の土俵に立って、専門分野の強みを生かした意見を出し

＊ P39-12

＊ P39-09

＊ P39-11

＊ P40-13
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合う。その対応でいこう」と話はまとまりました。
　
　まとまった時点で事例検討会をやってみました。そ
こには地域資源である各団体も本格的に参加いただき
ました。権利擁護支援センターは、成年後見の担当の方、
市内の不動産業者（大手の不動産業者はなく地域に根
差した不動産業者の方）、かかりつけ医、葬儀の事業者、
引っ越し事業者、何でも屋（便利屋）さん、行政が同
じ所に集まって、実際に困ったケースの検討会を開き
ました。
　不動産業者とか葬儀屋さん、引っ越し屋さんを連れ
て来たのは居住支援法人のまごころです。市から声掛
けをしたのではなく NPO 法人まごころから繋がりが
ある所に「こんな取組をしているから是非来てほしい」
と声かけまして、これだけ団体を集めました。その時
も「NPOまごころの持つ大きな力だな」と痛感しました。
　事例検討会のなかで、不動産業者は「貸すに当たり
ここを解決してくれたらオーナーさんを説得できるよ」
と意見を言います。また引っ越し業者さんは「30 ～ 40
万円掛るが困っている方なら安くできないか考えてみ
るよ」とか、前向きな意見をケース会議の中でいただ
きました。いろんなところと連携し合うことの力の大
きさと、連携が生み出すパワーの大きさを痛感しまし
た。そこで「居住支援協議会を設立して会議だけを年
何回もやるのではなく、困ったときに集まって力を貸
し合い解決できる場にする」ということが「私たちに
も求められている」と痛感しました。
　これまでの流れが伴走支援でお力添えいただきなが
ら進めたところです。
 
　続きまして、本年度の動きです。「瀬戸らしい居住支
援協議会に向け、どのように進めていこうか」とまご
ころと打ち合わせしました。「やはり居住支援法人とし
て、どうしても解決できない問題はある。物件の確保、
死後の手続き、家賃保証や緊急連絡先の壁といったとこ
ろは単独では難しい」そういう課題をいただきました。
ネットワークを構築したことによって、不動産会社か
らはマッチングに際して、オーナーが気になるポイン
トについてのアドバイスを頂きました。死後の手続き
に関しても「葬儀会社のパッケージを活用すれば、何
とか出来るじゃないか」というようなアイデアを頂き
ました。
 
　家賃保証や緊急連絡先に関しては居住支援法人まご
ころが間に入って親族に説明し、連絡先を依頼するこ
とはもちろんです。けれども「身元保証団体を紹介し
ながら対応できないか」とも思いますので、それを今
も取り組んでいます。 
　また連携による課題解決のために大切な「システム

の構築」も合わせて必要だと感じています。伴走支援
を頂いた時「居住支援協議会までつくってやる必要が
あるのか」と、そこも議論してきました。というのは
居住支援協議会がなくても、まごころの中で連携し対
応してきた実績もありましたので「それでも必要だろ
うか」と。ですが「やはり協議会を設立することによっ
て、いろんな事業者さんもより協力し易くなる」との
合意ができ「瀬戸市の看板が有ると安心して参加でき
る」との声も頂きました。協議会を設立したことによっ
て国交省からの補助をいただいて、補助金を使い実施
することが出来ます。協議会に自費参加だった方には
謝礼を払って来ていただくこともできます。「きちんと
した看板を立てて、やっていこう」ということで協議
会を設立する事になりました。
　居住支援法人としての物件探し、内覧同行、各種手
続き、サポートに関しても法人が無償でやってくださっ
ていましたが「まごころに入会し入会金をいただいて
やっていこう」とか「有料の訪問サービスをやってい
こう」とか「法人として安定して続けていく体制を整
えることが大事だね」とも。法人自体も改めて気付く
きっかけになりました。
    
　続きまして連携による課題解決の取組です。相談か
ら入居、入居後の見守りまですべて無償だったところ
を「何とか有料にしながらやっていきたい」ことに加え、
今後は介護保険のケアマネージャーや地域包括支援セ
ンターとの連携も視野に入れることで、「持続可能な支
援の取組をつくりたい」とも考えています。介護の分
野では NPO と地域包括支援センターがつながってない
ケースが多いので、NPO と地域包括支援センターの長
所を活かすことによりきちんとした支援につながるこ
とも、居住支援の中で見えてきました。
 
　それぞれの強みを生かしてのところですが、いきな
り全ての課題は解決できません。「出来ることから一つ
ずつ解決し、地域の課題に即した対応を一つずつやっ
ていきたい」と考えています。関係団体との連携強化
を引き続き図っていくのは当然ですけれども、情報共
有とそれぞれの強みを生かした課題への対応について
も皆さんの協力をいただきたいと思っています。
　地域の不動産会社は４社でしたが、まごころさんの
力で５社、６社と増えてきました。葬儀屋さんの数も
増やしていきたいです。協力団体を増やしながら一緒
にやっていきたいと思っています。   
　それから市の見守りシステム（もーやっこサポート）
の活用につきましては、居住支援に取り組むに当たり

「孤独死が怖い」とか「孤独死はしょうがないにしても、
発見に何カ月も経ってしまうのは困る」との声を不動
産屋さんから頂きました。その対応は高齢者福祉課で

＊ P40-14

＊ P41-18

＊ P41-19

＊ P40-15

＊ P40-16

＊ P41-17
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大矢 達也 氏　　　講演録

緊急通報装置として、体調が悪いときに自分でボタン
を押すと親族に連絡がいく装置の設置を長い間すすめ
ておりましたが、そのボタンを押せなくて亡くなる方
が増えて来ており、死後すぐに見つからないケースが
あります。その対応として、IOT や ICT を活用した見
守りがについて検討しておりました。ちょうど、昨年
度の会議において、不動屋さんからもご意見をいただ
き、居住支援を利用し入居された方に対して市でセン
サーを設置することにより、オーナーに安心してもら
うため、10 月１日から見守りシステムを運用開始して
おります。
　住宅部局で運営している空き家バンクの活用状況で
すが「貸すより、売ってしまいたい」方が多いです。
売ることを前提にした空き家バングですが「これから
は賃貸の物件として活用できないか」と住宅部局もオー
ナーさんに当たっています。
　公共、民間を問わず瀬戸市の地域資源を生かした、
瀬戸らしい居住支援というきっかけで新たな行政の事
業展開につながっています。それも大きな成果だと思
います。
    
　続きまして、解決する場となる居住支援協議会につ
いてです。瀬戸市らしいとは地域資源を生かすことと、
福祉部局が担当しているメリットとして相談を受けた
ことに関して何らかの答えを出していき、何らかの解
決をだしていきたいのです。ですから「解決する場と
しての位置づけを全部の事業者さんに持っていただき
たい」と思っています。
　実際、不動産事業者の協力が得られ成約につながる
ケースもありました。包括支援センターや引っ越し業
者、葬儀会社等の連携により、例えば包括支援センター
が地域に広まっていないときでも「引っ越し業者さん
や葬儀会社さんにチラシ渡してください」との相談が
あったら「ここへ行けばいいよ、そのぐらいはやるよ」
との話をいただいたりしていました。包括支援センター
も「困ったケースが出たら引っ越し会社に相談してい
い」という関係ができました。居住支援協議会は、居
住支援以外のネットワークも出来るきっかけになった
と思います。
　様々な団体が強みを生かしながら係わることで、安
心して暮らし続けることが出来る支援が可能になりま
した。私たちの考える居住支援は住居を見つけて終わ
りではなく、「暮らしを支える支援」として連携できる
関係になったと思っています。
 
  11 月１日に瀬戸市居住支援協議会を設立する運びと
なりました。設立に当たっては、10 月８日に各事業者
さんに参加いただき、「居住支援協議会設立していいで
すか」と確認をする場として設立検討会を開催しまし

た。おそらく不動産屋さんから「そんなのやったとし
ても参加しないよと、言われるかも」と思っていました。
ところが、検討会で議題を出した時「設立するのは当
然だろう」という感じで会議が進みました。「設立云々
より、設立した後どう連携したらいいのか」と事業者
さんから話をいただきました。
　また、「居住先が決まっても荷物が多くって引越資金
が無いから、引っ越しできない」といったときにも引っ
越し屋さんが「何点と限定していただければ、安い値
段でやりますよ」というありがたいお話になりました。
話し合いが進みますと「粗大ごみはどのように捨てた
らお金が少ししか掛からないのか」という議論になり
ました。それぞれの専門職で「困っていることがある
ので行政が力を貸してくれないか」との発言に「それ
はうちの事業として対応できますよ」と。そのような
前向きな会議になりました。
　とは言ってもまだまだ課題はあります。今後の方向
性といたしましては、情報交換と連携を図っていくた
めに定例的に情報交換の場を設けていきたいと思って
います。年に１、２回のペースで課題共有、情報の共
有としての各団体の連携の場を開催していこうと思い
ます。福祉部局の強みとして、これまでどおり個別の
ケースに対して、ケース会議を随時開催していきたい
と思っております。
　様々なケースがありますので、その都度その都度ケー
ス会議にも参加いただいく事業者さんを選び、そこで

「この方への必要な支援をどういうやり方で実施する
と、支援者の問題は解決するのか」そのようなケース
会議を随時開きたいと思います。
　要綱でケース会議は部会の位置づけにしており、福
祉で開いている地域ケア会議の延長と考えております。
ですから「協議会を設立した事によって福祉部局の仕
事が増えた」との認識は無く「通常業務の流れの中で
居住の相談ができる場が増えた」という認識です。伴
走支援を頂いている国交省とも相談しながら居住支援
をやることによって「仕事が増えてしまう」との認識
になると途絶えてしまうので、そのことを課題とし相
談してもいました。「行政として仕事が増えない、皆さ
んにも負担を掛けないで協議会の設立の目指してもい
いですか」と相談をしたところ「それは任せます」と
のことでした。
　協議会も「年に何回か、学識の偉い方をお呼びし、
委員長をお願いしてからやる」従来の形は想定してい
ません。私ども行政が舵とりしながら皆で集まって、
和気あいあい話し合う座談会のような協議会を今も想
定しています。明確な形にならないかもしれませんが、
瀬戸市の居住支援を「必要な情報共有ができ、皆が困っ
ていることを出し合い、皆の住まいの支援を支えてい
く場」にしていきたいという思いでお話しさせていた

＊ P41-20

＊ P42-21



13

だきました。
　どこまでみなさんの参考になるのか、地域の実情が
ありますので判りませんが「こういうやり方もあるん
だ」と感じていただければ、居住支援が少しは進むか
なと思い説明させていただきました。ご清聴ありがと
うございました。   
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遠藤 崇典 氏　　　講演録

　こんにちは。石川町の遠藤崇典と申します。福島県
内からお集りの方が大半だと思いますが、石川町は福
島県の南東部に在りいわき市さん白河市さん須賀川市
さんの三角形地帯の真ん中に位置する 15,000 人ほどの
町です。県内で最初のセーフティネットを土台とする、
住宅施策の補助金制度を立ち上げました。その内容に
ついて紹介します。
　最初の絵は、今年６月に立ち上げました石川町要配
慮者専用賃貸住宅改修事業の補助金について、町内各
機関に配布したチラシを改変した図です。一番上に「空
き家・空き室の活用をお考えの大家さんへ」としたリ
フォーム費用助成についてです。福祉的要配慮者施策
と住宅の空き家施策を融合し制度化したものです。「石
川町がなぜこの制度を立ち上げたのか」その背景とし
て石川町には現在約 250 戸の町営住宅が在ります。公
営と石川町単独で建てた「一般住宅」を含め約２５０
戸を管理しています。その施設の大半が耐用年数を過
ぎました。
　今まで町内の要配慮者の住宅は、町営住宅が一手に
引き受けて来た実態の中で、町の財政状況も困難な状
況でして「老朽化する町営住宅が更新できていない」
その問題点があります。平成29年の住宅セーフティネッ
ト法が改正になり「賃貸住宅の改修も経済的に支援す
る」こととなりました。石川町の町営住宅の課題であ
る老朽化を、要配慮者の住まいとして進めなければい
けないわけです。それら「二つ町の課題を同時解決で
きるものは何か」と模索する中、解決策の一つが今回
紹介します補助金です。
  
　この図は新たな住宅セーフティネット制度の概要で、
小冨士さんの資料の中に同じものがあります。平成 29
年に改正された法概要です。三つの項目からなってお
り、一つは住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住
宅登録制度、二つは登録住宅への改修への経済的支援。
三つは改修した住宅と入居を欲する要配慮者のマッチ

ング入居支援です。この三つが改正法の大きな中身です。
　石川町が制度化した内容は経済的支援で改修費補助
です。簡単に言いますと、アパート・賃貸住宅を要配
慮者専用の賃貸住宅に改修・改造するための、改修費
補助を制度化したものです。   
 
　石川町の立ち上げた補助金の概要であります。要配
慮専用賃貸住宅ということですので「要配慮者はどの
ような方々をターゲットにするのか」は話の後におい
ておきまして、まず、立ち上げた改修事業補助金の大
枠について紹介します。
　１番目は目的で「最終的に定住人口の増加を図る」
それが石川町の補助金制度の大きな目的になります。
要配慮者、住宅弱者向けの賃貸住宅へ改修する費用を
支援することで定住人口の増加を図ります。石川町は
高度に都市化された町ではなく、全国的な過疎化のス
ピード以上に過疎化が進む町です。町のトップの施策
は「人口減少の歯止めを掛ける」ことが重要になりま
すので、定住人口の増加を目的に掲げています。
　２番目に補助対象経費は①から⑧まで、あげていま
す。バリアフリー改修工事から始まり、耐震改修、間
取りの変更等々、石川町が要配慮者とした方々への改
修工事と設定したものです。補助金額は事業費の２/ ３
以内で上限を 100 万円と設定しています。この補助金
を利用し改修した大家さんが事業主になります。改修
住宅は 10 年間、要配慮者専用賃貸住宅とし県に登録す
る必要があります。
 
　続きまして、石川町が「要配慮者の範囲として定め
たものはどこか」についてです。「この改修事業をする
に当たり枠組みを自由に設定することが出来る」とい
う自由度が高い補助金ですので、石川町が設定した範
囲を示した図です。
　左上の実線で囲まれている者は法律で位置づけられ
ている者です。低所得者、被災者、高齢者、障がい者、

講演録

石川町都市建設課 都市整備係長　遠藤 崇典 氏

空き家を解消し、より安全で安心な住まいの確保

■  講　師　

■  演　題
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子どもを養育している者など、セーフティネット法で
位置づけています。その他に国土交通省令で定める者
として、左側の下の実線の囲いの中にありますように、
外国人から始まり 10 項目ぐらいの者を要配慮者として
想定しております。加えて、都道府県または市町村の
供給促進計画で定める者も要配慮者としています。右
側は福島県が定めた供給促進計画で要配慮者と位置づ
けられる者は海外からの引揚者、新婚世帯、原子爆弾
被爆者、LGBT 等々です。このように法体系で要配慮
者は設定されました。
　石川町はこれらの者全てを町営住宅で引き受け、居
住の支援して来たのがこれまでの経緯です。ですが「老
朽化が進む中、全ての要配慮者の支援し続けることは
行政だけでは困難だ」との結論に至りました。法律で
位置づけられている高齢者、障がい者、子供を養育し
ている者。それから福島県供給促進計画で位置づけら
れた新婚世帯、県外からの UIJ ターン者などで、石川
町に転入した世帯など、五つの類型に絞り込んで石川
町の要配慮者専用賃貸住宅改修事業補助金の対象とし
ました。
　法律で最初に記載されている低額所得者、被災者に
はセーフティネット法でも家賃の低廉化によって家賃
の債務保証と別の角度からの支援策もあります。石川
町はこれらの「要配慮者については引き続き町営住宅
で支援をし続ける」という判断をしました。現段階は
低額所得者について、家賃の未納のリスクを行政側で
見なければならない。これは「大家さん、不動産屋さ
んに家賃の未納リスクを担保して頂くことはできない」
ということ、この結論を出しました。
　これらが石川町の支援策のなかで特徴的なところか
と思います。このような補助金ですが、目的は「定住
人口の増加を図る」それから「限りある町営住宅で要
配慮者を全て支援し続けることが出来ない」状況です
から、専用賃貸住宅として改修していく物件の持ち主、
大家さんに補助金をして改修事業をしていただくこと
となります。
    
　最後のページになりますが、補助は賃貸住宅として
利用されている賃貸住宅へも対象となりますが、石川
町に点在している空き家となっている賃貸住宅の改修
へも補助でき、それらが「空き家の問題の解決策の一
つにならないか」とも考えております。石川町では平
成 29 年３月に空き家等対策計画を立て実行に移してい
ました。空き家の利活用支援を図るなかで、空き家の
利活用と空き家バンク制度創設、二つを空き家対策と
し掲げています。
　空き家バンクは年度末の設立に向け作業中です。瀬
戸市さんより「空き家を売りたいという物件が多い」
という話もでました。石川町は空き家を「貸したいか」

「売りたいか」をこれから調査することしております。
この調査によって大家さんが貸したいですよという大
家さん対して「町が定める５つの要配慮者のため専用
賃貸住宅を続けるのであれば、町の補助金で改修して
はいかがですか」ということで勧め、要配慮者向けの
賃貸住宅と空き家対策を結び付け、一気に解決したい
と考えています。制度の紹介につきましては今までお
話しした内容になります。
では石川町ではこの補助金によりどの程度進んでいる
かと申しますと
　石川町は県内で最初に補助金を立ち上げ、町内に冒
頭のチラシを配布し HP でも不動産業者等々にお願い
して配信・配布したところです。
　住宅というハードウェアの改修事業なので石川町は

「需要が無い」と読んでいて１件程度の予算しか確保し
ておりません。先週に「この補助金を利用したい」と
話を頂いて「県内初のケースが出て来るのかな」と期
待を持っています。この物件は残念ながら空き家と位
置づけられているものではなく「通常の賃貸住宅とし
て貸出しているものを、補助金を使って要配慮者の専
用にしたい」との意向でした。空き家の対象へと一気
に結び付かなかったです。これが一つの実績です。
　空き家は、一斉調査の結果、「350 から 400 軒空き家
が在る」との情報をつかんでいます。なかには崩壊し
そうな危険空き家も数軒見受けます。空き家の大半は

「改修費用を掛ければ居住に耐える物件だ」と判断して
おります。今後、石川町では所有者の意向を聞きながら、
空き家のバンクの設立に向け動いて、立ち上げました
補助金の制度と有機的に連携させつつ、要配慮者の居
住支援につなげたいと考えています。私の方からは以
上です。清聴ありがとうございました。

＊ P44-05



遠藤 一芳 氏　　　講演録

16

　郡山市の遠藤です。郡山市はセーフティネット・公
営住宅のトップランナーではありませんが、昨年度、
条例改正し入居要件の緩和と機関保証導入を今年の４
月からおこなっています。
 
　市営住宅の概況です。一番下の計の欄で左から管理
戸数は 3,759 戸です。９月１日現在入居戸数は 2,899 世
帯で入居率が 86.2％です。空きは 463 戸です。
 
　市営住宅の近年の傾向は、他の自治体も同じようだ
と思いますが、高齢化が進んでいます。応募する団地
住宅、いわゆる人気物件に偏りがあります。それから
エレベーターが有る団地が限られ、上層階の空き家率
が高いです。入居戸数、世帯構成員数、若年が減少傾
向にあります。
 
　これらをデータで少し示します。下の数値を中心に
話しますと平成 28 年度から令和２年の比較になります
が、一番右側に入居戸数ではマイナス 8.8％。入居率で
はマイナス 6.6％です。ここでは数値を示しておりませ
んが、申込者数は平成 14 年がピークで 2,208 件ほどの
需要がありました。昨年度は台風被害があり一定期間
入居申込しなかった時期があります。直近の平成 30 年
度で比べると 218 件で、ピーク需要時に比べ１/10 分に
なりました。
　人口減少社会、併せて民間賃貸物件の増加もあり、
総務省で５年に１度の住宅土地統計調査があり、郡山
市の 2018 年データは賃貸物件で 15,000 戸の空き家が在
ります。人口減少や民間賃貸物件の増加と相まって入
居戸数、入居率が資料にある数値です。
 
　続いて属性で見てみますと、０歳～ 17 歳が一番右側
の推移で平成 28 年との比較ですがマイナス 30.7％です。
それに対し 75 歳以上は 10.3％アップしています。    　　　

　もう一つの属性分析は世帯構成です。高齢単身世帯
と高齢複数世帯、非高齢単身帯と非高齢複数世帯につ
いてです。一番上の高齢単身は平成 28 年と比較すると
17.8％アップしています。非高齢複数世帯はマイナス
12.5％です。郡山市の市営住宅の入居状況等を話しまし
たので本題に入ります。
 
　一つ目は若年単身の受け入れでは同居要件の緩和で
す。これについては議会に少子高齢化対策特別委員会
があり、色々な提言があります。その中に、市営住宅
の入居要件の緩和が求められていました。「若い人の単
身入居の緩和、出来ないか」と議会からいただきました。
議会の提言に続く一般質問でも「基本的にやっていく」
との答弁がありました。
　昨年、私が着任した時に戸惑ったことは、自治体の
住生活基本計画が作られていて、将来を見据えた公営
住宅の必要数は、人口推計に基づき国から頂いたワー
クシートの計算式に基づき同居親族要件を前提に「何
年後にはこれぐらいの量が必要だよ」という設定をし
ています。その際の数値設定ですから、議会において
公営住宅の数の必要性について質されるにあたり「こ
ういう考え方で、この数値になり我が市は数が足りて
いますから、大丈夫ですよ」と答弁しています。その
経過もあり「この前提を変えるのは大丈夫だろうか」
との不安がありました。
　副市長などにも相談申しましたら「空き家、空き部
屋が在るので、遠藤さんそんなに固く考えなくて、い
いじゃないのか」と言われました。
　条例を昨年度末に改正し、既存ストックを活用した
若年単身も受け入れることになりました。同居要件も
緩和は部分的な形でありましたが、やっていくことに
なりました。
 
　緩和を検討するに当たり他市の状況も調べました。
昨年の７月の状況ですが「基本的に同居要件は設けて

講演録

郡山市建設交通部住宅政策課 課長　遠藤 一芳 氏

市営住宅の入居要件を緩和し、住宅セーフティネットの拡張

■  講　師　

■  演　題
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＊ P46-06
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いる」という所が多かったです。

　「既存ストック活用も含め若年層の受け入れ等を進め
る考えに立ち、どうやっていくのか」既存ストックの
活用で見ると、高齢の方、障がい者を持った方は１階
や２階になり、３階４階は空きます。
　ですから、３、４階の空き室に着眼し、先行してい
る新潟市さんの取組の仕方、基準の作り方、考え方も
参考にさせて頂き、昨年末に条例を改正しました。
　次は、条例の規則で定める市営住宅については、入
居者のうち同居親族要件を廃止すると規定し、規則に
おいて二つ要件をあげました。一つは床面積で 55㎡を
越えないもの。二つ目は入居状況です。その他の事由
に特定の入居を促進する必要があると認められる者で
あること、空いているけど入居が進まない３階４階５
階で受け入れると。もったい付けた表現ですが、条例
規則等を改正し、今年の４月から受け入れを行うこと
にしました。  
  
　続きまして、二つ目の項目です。難病患者の受け入
れです。一番下に書いてあります、難病を抱える単身
者が市営住宅に入居の相談を寄せても、他の単身入居
要件を満たさない限り入居出来ませんでした。
　その条例も改正し単身入居資格や優先物件入居の資
格に、難病患者を追加し緩和拡大を図りました。一番
下のコメ印（※）にあるように平成 25 年の指定難病は
130 でした。「公営住宅の入居に配慮してください」と
国交省から通知がありました。昨年度末に条例改正に
は至ってなかったですが、昨年の７月に疾病数が 361
疾病に増えましたので、そのタイミングに条例改正の
タイミングを合わせ、緩和しました。

　今回の条例改正において、若者の入居を緩和し、難
病の方の受け入れ枠も増やしましたがその実績は、若
年の方については残念ながら実績はまだありません。
相談はありましたが、他の入居要件ですけど滞納等が
あり、それで申し込みには至ってないです。難病等に
つきましては一名ですが入居いただきました。   
 
　続きまして、三つ目最後になります。緩和の最後の
説明になりますが、機関保障の導入ということです。
連帯保証人は基本的に設ける方向です。自治体も国の
方からも通知などがあり、郡山市は「連帯保証人をど
うしていこうか、どうするのか、全くなくするのか」
と課内で議論いたしました。どこの自治体もそうかも
知れませんが、郡山市が連帯保証人に期待している機
能です。身元保証では何か有った時に、例えば亡くなっ
たとき、支払い分の担保と保証機能の二つに分けた機
能です。ですから「連帯保証人を全くなくすのか」そ

の件については他の自治体の対応状況も調査しました。　　　
条例改正を検討する段階ではっきり「廃止をしていく」
というふう意思を確認できたのは、中核市の２割ぐら
いですね。残りの８割ぐらいは「堅持、あるいは検討中」
だという話でした。
　最新のデータですと中核市で連帯保証人を無くした
のは４割ぐらいになっておるようです。他は「基本的
に堅持をしていく必要があるだろう」という状況です
から「郡山市が保証人に期待する、二つの機能を維持
するための選択肢を増やす」という考えにする方が良
い。つまり自治体によっては「機関保証だけでの保証
で保証人を無にする」と判断されたているとも聞いて
おります。その話を聞くと、機関保証での申込費用で
す。補償料は１万円から３万円という一定のお金が掛
かってしまいます。ですから入居者によっては「甥子・
姪子になんとか頼める」と言う人も居ると思いますね。
その際に「ただで」という訳にいかないので「２千円
ぐらいの菓子折りでも持っていく」なんてね。そうす
れば１万～３万円のお金は掛かりませんからね。そう
いうような事もあります。郡山市でも、何かあった時
に連絡とれる方がいるにこしたことございません。連
絡機能があるにこしたことございません。
　そこで基本的には「連帯保証人を維持しながら機関
保証も導入していこう」と、そして「それでもどうに
も成らない場合には免除猶予を考えていこう」と、そ
ういうような基本的なスタンスに立ったわけです。

　具体的に申し上げますと機関保証ですけども保証会
社ですね。真ん中になります。保証会社の審査があり
まして「審査を通って債務保証の契約を締結した場合
には連帯保証人を免除する」というように規則を改訂
したわけです。保証会社と覚書の取り交わすことにつ
きましては、現在一社です。国の家賃債務保証業者の
登録制度を国交省さんがやっており、そこに登録され
ている業者で、福島県内に支社や営業所が在ある保証
会社を選びました。別添資料（＊ P50-1 ～ 4）を入れて
ありましてアーク保証ですね。そこと覚書を締結し４
月から進めています。
　一番下、10 月 22 日現在の免除件数を記載しておりま
すが、昨日１件増えまして
現在トータルで 12 件です。成年後見がいらっしゃる方
で免除は１件です。生保代理納付で２件、機関保証を
活用された方が９件であります。   
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　私の話は以上ですが一つだけ付け加えます。ハード
面での居住性の向上という意味で付け加えます。階段
手摺の設置関係で改善したところです。場所は共通の
スペースになりまして、階段の手摺の設置です。団地
内の共通のスペースの階段の手摺事業については、計

＊ P48-14

＊ P48-15

＊ P48-16

＊ P47-11

＊ P47-12

＊ P48-13

＊ P47-10
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画当初 123 棟は今年度末に完了です。事業費は国の社
総金を活用させて頂いています。   

　それから、車椅子対応の住戸数ですが、家の中まで
全部車椅子で生活することが出来るということではな
く、外から公営住宅に入るスロープが在って、部屋に
は引き戸でそのまま車椅子で入れるような事業をしま
した。つまり片開き戸だと車椅子では入れませんので
引き戸にすると、車椅子に乗ったまま入居できます。
片引きの扉に改修した数は 96 戸と少ないです。４団地、
４地区での数です。
　電気設備については活用を進めていく中の 30A に
なってない所がありまた。この「20A から 30A 改善っ
て何だ」と言いますと「エアコンが使えない」ですね、
20A だと。改善しないと、お年寄りにとっては真夏の
時期には大変でして、社総金を活用し 30A に改修して
います。今年度末で 92.7％の進捗になります。
　一部だけですが、郡山市の市営住宅におけるセーフ
ティネットに係わる話は以上でございます。ご清聴あ
りがとうございました。
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質疑応答

■質問１
　瀬戸市大矢氏：瀬戸市の大矢です。西田さん質問あ
りがとうございます。質問は２点ですね。１点目は「安
い家賃の物件が求められているが、国の制度の登録基
準と実際に成約した物件の関係はどうでしょうか。」と
いうご質問だったと思います。
　国の登録基準、セーフティネット住宅ですね。瀬戸
市の居住支援の成約件数の中でセーフティネット住宅
該当成約はありません。まごころのネットワークで、
不動産屋が取り扱ってない個人物件を見つけて来て案
内しています。老朽化した物件はいつまで住めるのか
分からないですが、空きがある。「ここだったら２～
３万円と安い家賃でいいよ」と言うオーナーとの成約
にしています
　２つ目の質問は、民間賃貸住宅を中心にしている中
で、公営住宅の位置と問題でニーズに合わないから民
間住宅を中心にしているのか。どういう場合に民間賃
貸住宅が頼りになるのかについてですね。
　瀬戸市には市営住宅が幾つも在りますが、一部を除
いて老朽化して新規の入所者を募集していません。今
後は市営住宅を整理していく方向で考えています。
　高齢者専用の市営住宅は空きがありませんし、家賃
２万円では入れません。マッチングがうまくいかないの
が現状です。県営住宅の一部は高齢者住宅ですが人気が
高く空きがありません。ですから居住支援のため緊急を
要する場合は、公営住宅を活用できない現状です。必然
的に民間住宅の流れになっています。
　民間住宅が頼りになるのは低家賃と緊急を要する場
合です。個人物件で「老朽化し空いているし安い値段
でも使って」と。そういう物件へつないでいます。

■質問２
　郡山市さんへ。緊急連絡先を確保できない方から、
居住支援協議会でもよく相談を受けます。「家賃機関保
証についても緊急連絡先を付けてください」（＊ P50-1）
とあります。郡山市さんでは緊急連絡先が確保できな
い方にどのような案内をされますか。

　郡山市遠藤氏：申込書に緊急連絡先の情報は記入必
須になっています。無いと駄目です。現在９件ほど実
績があります。どうしても身寄りが居ない。緊急連絡
先になってくれる人がどうにも居ない。それ以外の審
査要件は満たし緊急連絡先だけ記入できない方、実は
ひとり居ました。非常に困っちゃいましたが、市が緊
急連絡先になりました。
　ついでに付け加えます。追加資料の中にアーク（株）
が提供する公営住宅保証プランにおける関係図があり
ます。（＊ P50-3）その左上に「覚書を取り交わして」

となり、下のところにリーガルスムーズが加わってい
ます。「孤独死対応はリーガルスムーズの方でやって、
そのセットで組み合わせた方がいい」と提案がありま
して、保証関係と孤独死対応をセットで行っています。
そこだけ補足させていただきます。

■質問３
　瀬戸市さんへ。まごころさんとの連携があり福祉部局
が窓口になっていると講演でお話しがありましたが、組
織として福祉部局で受けますと決断するには障壁があっ
たと思います。その壁をどうやって突破しましたか。

　瀬戸市大矢氏：福祉部局でやるに当たりましても、
まごころと昔から関係があった部局が行った方が今後
の展開がスムーズではないかと思いましたし、実際、
相談件数は福祉部局が多く受けています。ただ、「住居
に関する問題なので、当然住宅部局を中心にやってい
ただけないか」という話もしていました。私も居住支
援を行うことで「業務を増やしたくない」との思いが
ありました。伴走支援で国交省に確認しまして、「ケー
ス会議のような通常業務の延長のような形でやってい
けるのであれば、うちで受けるのは問題ないですか」と。

「それでいい」との返事をいただき、最終的な後押しに
なりました。

■質問４
　瀬戸市さんの講演の中でもありましたが、居住支援
法人の無償でサービスを行うことを解消し、持続可能
な運営とするところが課題であると思います。また、
居住支援法人との付き合いの中で居住支援法人として
業務のみでは「経営的に難しいのかな」と思っています。
そこで、小冨士さんにお聞きします。今後も引き続き
居住支援法人への支援をお願い出来るでしょうか。回
答は難いかもしれませんが。

　整備局小冨士氏：居住支援協議会等活動支援事業は
令和２年度から６年度の５年間の事業で、居住支援法
人、協議会の活動に対して公費負担をしています。国
としては、居住支援法人が居住支援業務でビジネスと
して独立する、そういう形で運営されることが望まし
いと思いますが、国の支援があってしか活動できない、
持続的に居住支援業務を行うことが難しい、というの
が現実ということかと思います。
　ご質問の「予算が続くのか」については、当然、ど
この自治体さんも同じだと思いますが、財政当局との
協議で決まりますので、「必ず続きます」と言える訳で
はありません。ですが、国土交通省としても、当面は、
継続的にこの支援事業の予算を要求していくものと思
います。
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福島県居住支援協議会
（福島県耐震化・リフォーム等推進協議会内）

〒960-8061 福島市五月町4-25
TEL.024-563-6213　FAX.024-529-5274

事務局

福島県居住支援協議会

令和2年度 第1回福祉・住宅連携会議講演録

「ともに繋ぎ、ともに生きる」

報　告　書 令和2年11月6日


